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金
具
食
貨
志
に
見
ほ
れ
た
る
貨
幣
思
想
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金
史
食
貨
志
に
見
は
れ
に
る
貨
幣
思
想

穂

積

文

雄

私
は
本
稿
に
於
て
金
史
食
貨
志
に
就
い
て
貨
幣
思
想
を
何
は
う
と
忠
ふ
の
で
る
る
が
、
い
ま
金
史
食
貨
志
を
積
む
と
金
の
貨
幣
白

中
心
は
銅
銭
(
以
下
略
し
て
翠
に
銭
と
云
き
に
在
る
も
の

F
如
〈
で
あ
る
か
ら
、
私
は
そ
れ
を
先
づ
鋳
に
於
い
で
成
り
立
つ
貨
幣
思
想

か
ら
始
め
る
。

然
ら
ば
そ
れ
は
如
何
に
成
り
立
つ
か
。
思
ふ
に
凡
そ
事
物
は
、
そ
れ
が
あ
た
り
ま
へ
に
在
る
揚
合
に
は
人
白
注
意
を
引
く
と
と
な

〈
、
従
て
人
は
そ
れ
に
就
い
て
考
へ
た
い
か
ら
そ
れ
に
闘
す
る
思
想
も
成
り
立
た
ぬ
、
或
る
事
物
が
人
白
注
意
を
引
き
、
従
て
人
が

そ
れ
に
就
い
て
考
へ
、
そ
E
で
そ
れ
忙
闘
す
る
思
想
が
成
り
立
つ
白
は
、
よ
か
れ
、
あ
し
か
れ
、
そ
れ
が
あ
た
り
ま
へ
で
在
い
揚
合

印
常
態
を
遺
脱
す
る
場
合
で
あ
る
と
云
へ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
少
く
と
も
金
史
食
貨
志
に
就
い
て
貨
幣
思
想
を
伺
ふ
時
私
は
そ

の
己
と
を
認
め
ざ
る
tr
得
肉
。
そ
し
で
そ
れ
は
銭
に
就
い
で
も
そ
う
で
あ
る
。
査
し
金
に
在
り
て
銭
に
閲
す
る
思
想
が
成
り
立
つ
の

は
私
白
見
る
と
己
ろ
に
よ
れ
ば
そ
の
流
通
量
が
不
足
し
て
所
調
金
融
梗
塞
の
現
象
が
現
は
れ
る
時
に
始
ま
る
。
即
銭
に
闘
す
る
思
想

は
先
づ
銭
の
流
通
量
の
不
足
白
原
因
に
闘
す
る
判
断
に
於
て
成
り
立
つ
。
然
ら
ば
そ
れ
は
如
何
に
成
り
立
つ
か
と
一
エ
へ
ば
そ
れ
は
必

守
し
も
一
様
で
は
た
い
。



そ
れ
は
或
は
銭
の
素
材
た
る
銅
の
不
足
に
蹄
せ
ら
れ
る
@
王
目
々
は
そ
れ
を
例
へ
ば
次
白
記
遁
よ
り
推
察
ナ
る
己
と
が
で
苦
ょ
う
。

日
〈
、
『
十
二
年
(
大
定
)
正
月
。
以
銅
少
。
命
術
書
省
。
遣
使
諸
跡
。
規
措
銅
貨
。
』
そ
し
て
何
故
に
銅
が
少
く
て
そ
の
潟
に
銭
の
減

少
を
来
す
か
と
云
へ
ば
或
は
銅
が
外
へ
持
ち
山
川
さ
れ
る
か
ら
と
考
へ
ら
れ
た
様
で
あ
る
。
吾
々
は
そ
れ
を
例
へ
ば
金
に
於
て
「
始
議

鼓
一
掃
」
せ
ら
れ
た
る

E
隆
二
年
の
冬
十
月
に
既
に
、
『
初
禁
銅
越
外
界
。

懸
罪
賞
絡
。
括
民
間
銅
鎗
器

3

際
西
南
京
省
職
京
兆
。
他

路
怒
験
中
都
。
』
と
あ
る
に
よ
り
知
る
己
と
が
で
雪
る
L
息
ム
@
或
は
叉
切
角
銅
で
銭
を
健
治
し
で
も
モ
れ
を
錆
博
し
て
他
白
銅
器
を

作
る
か
ら
と
せ
ら
れ
る
。
例
へ
ば
『
八
年
(
大
定
)
民
有
犯
銅
品
目
者
。

上
回
。
錆
銭
作
銅
。
蕎
有
禁
令
。
然
民
間
猶
有
銭
鋭
者
。
非
錆

銭
而
何
、
途
併
禁
之
。
』
『
十
一
年
二
月
(
大
定
)
禁
私
鏡
銅
鏡
。
奮
有
銅
器
悉
議
官
。
給
共
直
之
半
。
惟
一
押
悌
像
銃
想
録
鈷
腰
束
帯
魚

袋
之
属
則
存
之
。
』
と
あ
る
が
如
吉
が
そ
れ
で
あ
る
。

突
に
は
幸
鈴
銭
は
防
げ
て
も
そ
の
銭
が
退
蔵
せ
ら
れ
て
流
通
界
に
姿
を
現
は
さ
白
か
ら
で
あ
る
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
に
は
官
に
於
い
て
退
蔵
せ
ら
れ
る
と
す
る
揚
合
も
あ
れ
ば
民
聞
に
於
て
逗
殺
せ
ら
れ
る
と
す
る
揚
合
も
あ
る
。
吾
々
は
そ
れ
を
例

へ
ば
次
の
記
述
に
於
て
見
る
己
と
が
で
き
上
う
。
日
く
、
「
十
年
(
大
定
)
上
議
戸
部
臣
目
。
官
鏡
積
而
不
散
。
則
民
間
鈍
重
。
貿
易
必

録
。
党
令
市
金
銀
及
諸
物
。
其
諸
路
酷
栂
之
貸
。
亦
令
以
物
卒
折
輪
之
。
』
『
上
責
戸
部
官
日
。
先
以
{
日
銭
率
多
。
恐
民
間
不
得
流
通
。

令
諸
虚
貿
易
金
銀
総
串
。

N
M
闘
流
鞠
。
』
或
は
『
民
閉
鎖
国
己
顛
得
。
若
輩
蹄
京
師
。
民
年
間
開
得
失
。
』
『
上
謂
宰
臣
目
。
今
者
外
路
見

銭
。
共
数
甚
多
。
間
有
六
千
飴
高
貫
。
皆
在
僻
鹿
積
貯
。
既
不
流
散
。
公
私
無
議
。
奥
無
等
爾
。
今
中
都
歳
費
三
百
寓
貫
。
支
用
不

継
。
若
致
之
京
師
。
不
過
少
有
組
運
之
費
。
縦
所
費
多
。
亦
惟
散
在
民
爾
。
』
或
は
目
く
、
『
五
年
(
明
昌
)
二
一
月
a

宰
臣
奏
。
民
間
鏡

所
以
穀
得
@
以
官
豪
家
多
積
故
也
3

在
唐
元
和
問
。
守
限
宮
家
銭
週
五
千
者
死
。
王
公
重
版
浪
人
。
以
五
之
一
賞
告
者
。
上
令
参
酌

金
且
食
質
忘
に
見
ほ
れ
た
る
貨
幣
思
想
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巻

コ
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金
虫
食
貨
志
に
見
ほ
れ
た
る
貨
幣
思
想

第
五
十
巻

一旦五
Q

第一一一揖

七
回

定
制
。
令
官
民
之
家
。
以
口
同
従
物
力
。
限
見
銭
多
不
過
ご
寓
買
。
獄
安
謀
克
則
以
牛
具
潟
差
。
不
得
過
寓
賞
。
凡
有
所
倹
。
重
令
易

諸
物
牧
貯
之
。
有
能
告
数
外
留
銭
者
。
奴
牌
免
震
良
。
傭
者
出
離
ω

以
十
之
一
潟
賞
。
飴
皆
浪
人
。
』

然
ら
ば
人
が
何
故
に
銭
の
流
通
量
の
減
少
に
注
意
を
引
か
れ
る
か
と
云
へ
ば
、
勿
論
銭
の
流
通
量
白
減
少
と
云
ふ
客
観
的
事
貫
白

存
在
が
人
心
注
意
E
喚
起
す
る
原
幽
で
あ
る
こ
と
は
否
む
べ
か
ら
ざ
る
と
己
る
で
泣
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
然
し
た
と
へ
客
観
的
事
費

が
存
在
す
る
も
そ
れ
が
人
々
白
利
害
に
闘
係
が
な
い
時
は
徐
り
人
白
注
意
を
引
か
血
管
で
あ
る
と
息
ム
。
た
と
へ
何
時
の
世
に
も
絶

無
で
は
友
い
閑
人
が
あ
っ
て
そ
の
客
観
的
事
買
を
識
認
し
で
も
そ
れ
が
人
々
白
利
害
に
闘
係
が
な
け
れ
ば
人
々
は
そ
れ
に
就
い
て
忠

索
し
た
り
、
論
議
し
た
り
す
る
と
と
は
な
い
と
云
つ
で
も
よ
か
ら
う
。
然
ら
ば
銭
の
流
通
量
が
減
少
し
た
と
云
ふ
客
観
的
事
寅
が
人

々
の
注
意
を
引
昔
、
そ
し
て
人
々
が
と
れ
忙
就
い
て
前
掲
の
如
く
そ
の
原
因
を
探
ぐ
り
、
ま
た
後
掲
白
如
く
そ
の
針
策
を
練
る
と
云

ふ
白
は
貫
に
そ
れ
が
人
々
の
利
害
に
関
係
す
る
と
と
極
め
て
密
接
で
あ
る
か
ら
で
な
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
然
ら
ば
そ
れ
は
如
何
に
そ
う

で
あ
る
か
と
云
へ
ば
、
銭
。
流
通
量
が
減
少
す
る
と
交
易
が
固
滑
を
欠
昔
、
銭
慣
が
高
く
な
る
。
そ
し
て
昔
時
白
人
々
が
と
れ
を
通

じ
て
始
め
て
貨
幣
の
流
通
量
D
減
少
と
云
ム
客
観
的
事
貫
主
識
認
す
る
に
至
っ
た
と
と
は
、

先
に
引
い
た
次
白
何
に
よ
り
て
と
れ

を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
日
く
、
『
官
鎖
積
耐
不
散
。
則
氏
問
銭
重
。
貿
易
必
難
。
」
そ
し
て
己
の
揚
合
、
銭
の
流
通

量
が
減
少
す
れ
ば
銭
慣
騰
貴
す
る
と
一
古
ム
見
解
は
、
郎
今
日
の
所
謂
貨
幣
数
量
誌
に
外
た
ら
ぬ
。
要
す
る
に
蛍
時
の
人
々
は
交
易
に

首
り
、
そ
の
不
使
を
感
じ
て
交
易
手
段
た
る
銭
の
不
足
快
乏
に
注
意
を
引
か
れ
、
そ
し
て
貨
幣
債
値
の
騰
氏
自
苦
痛
を
味
っ
て
そ
れ

が
銭
の
減
少
に
因
る
こ
と
の
理
解
に
到
建
し
た
も
の
?
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
過
程
に
於
て
貨
幣
に
就
い
て
種
々
考
へ
さ
せ
ら
れ

て
通
貨
流
通
量
D
減
退
白
原
因
を
考
へ
た
り
、
又
は
今
日
泊
所
謂
貨
幣
数
量
訟
の
思
想
に
到
建
せ
る
も
の
で
あ
る
。



そ
し
て
か
く
交
易
白
困
難
、
貨
幣
憤
値
の
騰
貴
に
よ
り
て
不
便
宜
感
じ
苦
痛
を
家
り
、
従
て
そ
の
原
因
を
探
究
し
て
上
述
の
如
く

そ
れ
を
突
き
と
め
れ
ば
、
突
に
は
そ
の
原
因
を
克
服
し
解
消
す
る
こ
と
に
上
り
で
、
そ
の
不
使
苦
痛
を
除
去
せ
む
と
す
る
に
至
る
と

と
は
営
然
で
き
告
。
貫
際
、
彼
等
に
と
り
で
は
そ
れ
と
そ
が
問
題
で
あ
り
、
開
心
一
事
で
あ
る
D
で
あ
っ
て
、
例
へ
ば
、
わ
れ

f
、、に

と
り
て
至
大
の
興
味
主
党
え
し
む
る
貨
幣
数
量
説
白
如
き
も
彼
等
に
と
り
で
は
そ
れ
狸
で
友
い
こ
と
、
あ
だ
か
も
今
日
五
日
々
が
絶
大

の
尊
敬
主
惜
し
ま
む
二
項
定
現
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
在
り
で
は
草
な
る
計
算
の
使
法
に
過
ぎ
泣
か
っ
た
と
倖
へ
ら
る
L

D
と
似
た
も
白

が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
然
ら
ば
こ
れ
ら
の
原
閃
を
克
服
解
消
す
る
方
策
に
於
て
展
開
せ
ら
れ
る
彼
等
の
思
怨
は
如
何
な
る
も

の
で
あ
ら
う
か
。
わ
れ

f
Iは
次
に
そ
れ
を
瞬
め
る
で
あ
ら
う
。

貨
幣
の
流
通
量
の
減
少
に
封
ず
る
方
策
は
、
そ
の
原
凶
を
如
何
に
見
る
か
に
よ
り
て
制
約
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
由
。
だ
か
ら
そ
の
方

策
に
於
て
展
開
せ
ら
れ
る
思
想
は
前
述
の
そ
れ

λ
¥の
原
因
と
照
鹿
し
つ
ミ
追
求
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

先
づ
、
銭
の
流
通
量
の
減
少
白
因
を
そ
の
素
材
た
る
銅
の
不
足
に
蹄
す
る
場
合
に
は
、
そ
白
針
策
は
営
然
銅
白
増
躍
に
あ
る
べ
き

で
あ
る
が
、
吾
々
は
そ
れ
を
弐
白
何

ι於
℃
見
出
す
己
止
が
で
き
る
。
日
く
、

『
能
指
坑
治
、
得
賞
者
賞
、

上
輿
辛
臣
議
鼓
繕
之

術
。
宰
臣
日
。
有
言
所
在
有
金
銀
坑
治
時
可
採
以
鐙
銭
。
臣
縞
調
工
費
過
於
所
件
数
倍
。
恐
不
可
行
。
上
目
。
金
銀
山
梓
之
利
嘗
以

典
氏
。
惟
鏡
不
常
私
鋳
。
今
岡
家
財
用
監
盈
。
若
流
布
四
方
。
輿
在
官
何
男
。
所
費
雑
多
n

倶
在
民
間
。
而
新
鋭
日
増
闘
。
其
遁
能

変
。
経
品
目
之
。
』
か
く
亡
、
『
追
使
分
路
訪
察
側
帥
鵬
首
除
。
』
と
云
ふ
己
と
に
も
な
る
が
、
然
し
そ
れ
で
も
或
は
『
有
銅
銑
之
地
。
雄
日

官
選
。
其
刷
直
不
足
。
則
令
民
共
償
。
乞
興
本
州
司
牒
均
四
岬
差
配
』
に
至
り
、
『
時
過
命
即
時
官
署
丞
丁
用
揖
。
往
審
北
ハ
利
病
。
』
る
や
、

『
所
運
銅
鎖
。
民
以
物
力
科
差
尚
之
。
非
所
腕
也
叫
共
印
刷
一
也
既
低
ω

又
有
刻
剥
之
弊
。
而
相
醐
十
回
除
工
匠
。
妄
指
人
之
垣
屋
及
寺
観
。

金
史
食
貨
志
に
見
ほ
れ
た
る
貨
幣
思
想

第
五
十
巻

= 
五

事存

続

七
五



金
車
食
貨
志
に
瓦
は
札
た
る
貨
幣
思
想

第
五
十
巻

コ
五

第
三
腕

七
六

謂
常
開
採
。
悶
以
取
賄
o
』
と
云
ふ
が
如
脅
弊
害
が
あ
ら
は
れ
た
り
、
或
は
、
守
文
随
治
夫
匠
。
日
耕
揮
銅
四
雨
。
多
不
及
致
。
復
錆

銅
器
及
蕎
銭
港
官
ロ
以
足
之
。
』
と
云
ふ
が
如
〈
銅
白
増
産
と
云
ム
根
本
策
の
貨
を
結
ば
む
結
果
と
在
り
、
か
〈
て
例
へ
ば
、
阜
通
.

利
用
白
雨
監
の
如
き
『
蕨
鋳
鏡
十
四
寓
鈴
貰
。
而
歳
所
費
乃
至
八
十
飴
高
賞
。
病
民
而
多
費
。
未
見
共
利
便
也
。
』
と
云
ひ
、
叉
は
、

太
府
監
梁
珪
等
の
如
く
「
錯
銭
高
費
。
率
費
十
銭
可
得
一
銭
。
識
者
請
。
費
雌
多
猶
増
一
銭
也
」
と
云
ひ
、
大
定
十
五
年
十
一
月
上

の
一
一
日
に
、
『
或
言
錆
銭
無
録
。
所
得
不
償
所
費
。
」
と
あ
る
所
以
で
あ
る
。
然
し
上
は
と
れ
忙
針
し
て
、
『
朕
調
不
然
。
天
下
如
一
家
。

何
公
私
之
問
。
会
出
家
之
費
。
私
家
得
之
。

但
新
幣
日
増
ロ

公
私
供
使
也
。
』
と
謂
は
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
先
白
太
府
監
、
梁
理
等

の
言
葉
と
共
に
支
那
の
青
砥
藤
綱
の
言
葉
と
思
は
し
め
る
も
の
が
あ
る
や
う
に
思
ム
。

或
は
又
、

銅
の
増
産
を
望
む
あ
ま
り
に
、

『
以
夫
匠
逮
天
山
北
界
外
採
銅
』
の
に
針
し
て
は
監
察
御
史
李
痢
は
、
『
頃
問
。
有
司
奏
。
在
官
銅
教
可
支
十
年
旬
。
若
復
ト
叶
歳
令
夫
匠

過
国
介
蓮
探
。
不
惟
多
費
。
復
恐
或
生
唱
出
張
。
若
支
用
帥
附
譲
之
目
。
止
可
於
界
内
探
煉
」
と
云
ふ
て
居
り
上
も
と
の
言
を
是
な
り
と
し

て
遂
に
「
不
許
出
町
立
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

次
に
銅
が
少
い
か
ら
と
云
ム
揚
合
、
そ
れ
が
他
鹿
へ
持
ち
行
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
云
ふ
に
針
し
て
は
、
云
ふ
ま
で
も
な
〈
先
に

引
用
せ
る
何
で
も
わ
か
る
通
り
『
禁
銅
越
外
国
企
じ
、
そ
し
て
そ
れ
を
「
懸
罪
賞
格
」
し
、
又
そ
の
原
因
を
鋪
銭
に
於
て
見
出
す
揚
合

に
は
、
『
禁
私
鋳
銅
鏡
」
と
友
る
が
た
ピ
徒
ら
に
力
で
禁
じ
て
も
妓
泣
き
を
知
れ
ば
、
「
減
寅
鏡
倒
防
私
鋳
抽
閉
鎖
L

と
在
る
。
又
及
安

三
年

E
月
白
省
奏
に
よ
れ
ば
.
「
若
許
見
銭
越
境
。
雌
非
鈴
段
。
即
興
錆
段
無
具
。
」
と
左
し
、
途
に
「
す
一
制
以
銭
輿
外
方
人
使
及
奥

交
易
者
。
徒
五
年
。
三
斤
以
上
死
。
阻
信
同
罪
。
姉
告
人
之
賞
。
官
先
岬
時
代
給
銭
五
百
貫
。
共
逮
及
興
援
引
館
件
先
排
通
引
書
表
等
。

以
弐
座
罪
。
』
と
す
る
。
或
は
又
中
丞
荒
鋳
の
如
〈
「
錆
銭
作
銅
白
及
採
用
出
境
者
不
止
。
宜
罪
共
官
及
都
』
と
謂
ふ
者
も
あ
る
。
そ



し
で
か
く
て
銅
が
確
保
せ
ら
れ
で
も
‘
そ
れ
が
銭
に
鋳
趨
せ
ら
れ
ね
ば
意
味
が
た
い
。
そ
と
で
、
『
括
民
間
銅
総
器
。
隣
国
南
京
者
。

轍
京
兆
。
他
路
悉
輪
中
都
。
」
或
は

『
蓄
有
銅
器
悉
法
官
』
と
云
ふ
己
と
に
た
る
。
或
は
叉
、
宰
臣
を
し
て
「
鼓
銭
未
可
蓮
行
。
共

銅
冶
礎
民
煎
煉
。
官
矯
貫
之
。
凡
寺
観
不
及
十
人
。
不
許
畜
法
器
。
民
間
総
銅
器
。
期
以
隔
月
法
官
給
債
。
医
者
以
私
法
坐
限
。
外

人
骨
者
。

以
知
而
不
糾
坐
共
官
。

寺
腕
許
霊
行
。
告
者
賞
。
』

し
、
足
時
銅
多
別
具
以
問
。
八
月
定
従
使
易
銭
法
。
聴
人
轍
納
於
京

師
。
』
と
云
ふ
己
と
a
A

在
る
。

そ
れ
か
ら
銭
流
通
量

D
減
少
の
原
因
を
貨
幣
白
退
裁
に
於

τ
見
る
揚
合
に
は

そ
の
針
策
は
そ
れ
を
流
散
せ
し
む
る
に
在
る
己

と
、
先
に
引
用
せ
る
句
に
よ
り
て
明
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
友
丞
石
沼
が
「
匝
問
天
子
之
富
山
間
在
一
大
下
。
銭
貨
如
泉
。

正
敬
流
通
。
』
と
一
古
ひ
、
或
は
又
、
興
定
四
年
十
三
月
、
鎮
南
軍
節
度
使
温
迎
牢
忠
敬
が
上
著
し
て
、

『
銭
之
鴻
泉
也
。

貴
流
通
而

不
可
塞
。
積
於
官
而
不
散
則
病
氏
。
散
於
民
而
不
叙
則
闘
用
。
必
多
寡
軽
重
興
物
相
模
而
後
可
。
』
と
云
へ
る
聖
見
る
時
一
居
明
L
」な

る
。
然
ら
ば
そ
れ
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ら
う
か
と
云
へ
ば
、
或
は
、
犬
定
十
年
十
月
の
上
識
に
上
れ
ば
、

『
諸
庭
貿
易
金
銀
総

吊
。
以
同
流
通
。
』
と
あ
り
、
又
は
大
定
十
三
年
の
命
に
「
非
屯
兵
之
州
的
。

以
銭
市
易
金
面
巾
。

建
設
京
師
。
使
銭
幣
流
通
。
以
済

民
用
。
』
と
あ
る
が
如
き
に
上
り
て
そ
の
一
斑
を
伺
ふ
と
と
が
で
雪
上
う
。

h
f
て
と
辿
白
畑
く
、
銭
白
流
通
量
の
減
少
は
人
を
し
て
そ
白
原
悶
を
遁
求
せ
し
め
、
そ
の
原
囚
を
克
服
解
消
す
る
線
に
沼
山
て

諸
々
白
針
策
主
考
究
せ
し
む
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
掛
策
を
め
ぐ
り
で
文
新
な
る
思
索
が
導
き
出
さ
れ
、
か
く
て
幾
多
の

貨
幣
に
関
す
る
思
想
の
展
開
を
見
る
こ
と
に
友
る
が
、
し
か
も
そ
れ
ら
に
よ
り
で
な
ほ
そ
の
弊
が
除
去
せ
ら
れ
難
い
揚
合
、
己
ミ
に

さ
ら
に
別
の
方
策
が
考
慮
さ
れ
る
と
と
に
た
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
私
は
、
自
由
録
法
、
短
錦
、
友
び
貨
幣
の
質
的
横
ん
と
で
も
呼
ぶ

金
生
食
貨
志
に
見
は
恥
た
る
貨
幣
思
恋

第
五
十
巻

三
五
三
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七
七



金
虫
食
貨
志
に
見
ほ
れ
た
る
貨
幣
思
想

第
五
十
番

三
五
回

第
三
挽

士z
fI. 

べ
吉
・
も
白
に
於
て
見
出
す
。
そ
れ
で
弐
に
そ
れ
ら
を
伺
ふ
と
と
与
す
る
。

先
づ
自
由
時
明
治
白
思
想
に
就
い
て
は
、
大
定
十
二
年
、
上
「
惟
銭
不
営
私
信
」
と
断
じ
で
自
由
鋳
造
を
否
定
せ
ら
れ
、
又
、
左
丞

石
据
に
「
十
日
亦
有
民
一
目
録
銭
者
乎
』
と
干
悶
せ
ら
れ
た
る
に
劃
し
て
石
調
も
「
民
若
自
銭
。
則
小
人
闘
利
。
銭
益
薄
認
。
此
古
所
以

批
叫
ん
也
。
」
と
云
っ
て
之
を
排
撃
し
て
ぬ
る
を
見
る
が
、
興
定
四
年
、
鏡
南
軍
節
度
使
、
現
辿
型
干
忠
敬
は
上
書
し
て
.

『
詳
氏
自
採
銅
銭

銭
「
而
官
製
模
範
。
薄
思
不
如
法
者
。
令
民
小
得
用
。
則
銭
必
日
多
』
と
趨
質
増
量
の
潟
に
と
れ
を
む
し
ろ
龍
歌
ナ
る
を
見
る
。

+
引
に
短
銭
と
は
、
『
時
(
大
定
二
十
年
頃
)
民
間
以
八
十
矯
阿
。
謂
之
続
銭
。
」
と
あ
る
に
よ
り
で
明
た
る
が
如
〈
、
銭
八
十
tz
以
て

百
に
代
へ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
貨
幣
流
通
量
の
不
足
干
減
少
に
基
因
す
る
も
の
で
あ
る
己
主
は
否
ま
れ
ざ
る
べ
〈
、
従
て

そ
れ
は
貨
幣
流
通
量
減
少
に
射
す
る
方
策
で
あ
る
と
云
へ
る
。

そ
し
て
そ
れ
に
針
し
て
「
官
用
足
陪
。
謂
之
長
銭
。
』
ひ
、
従
て
、

止
は
宰
臣
を
責
め

τ
「
如
此
小
事
。
朕
霊
能
志
知
。
卿
等
何
潟
不
祭
也
』
と
謂
っ
て
居
ら
れ
る
け
れ

E
も
、
結
局
、
大
名
男
子
斡
品
目

怖
が
上
一
一
一
目
し
て
『
官
私
所
用
銭
皆
前
以
八
十
潟
陪
』
と
謂
ひ
て
、
そ
れ
が
定
制
と
在
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
。

最
後
の
貨
幣
の
質
的
抜
大
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
と
云
ふ
の
は
、
銅
銭
を
本
髄
と
宥
、
そ
し
て
銅
銭
の
素
材
た
る
銅
が
不
足
し
て

銭
の
流
通
量
を
充
分
た
ら
し
む
る
己
と
が
で
き
由
と
す
れ
ば
、
銭
の
素
材
を
銅
以
外
に
ま
で
時
四
大
す
る
と
と
に
土
り
て
そ
の
流
組
量

を
充
分
な
ら
し
め
む
と
す
る
を
指
す
。
然
ら
ば
銭
の
素
材
は
如
何
忙
蹟
大
せ
ら
れ
る
か
。
王
口
々
は
そ
れ
を
先
づ
鱗
銭
の
使
用
に
於
て

見
る
こ
と
が
で
昔
る
。
鍛
銭
D
使
用
は
す
で
に
早
く
、
大
定
一
冗
年
に
『
刑
吏
部
向
書
張
中
彦
一
百
命
陳
西
路
参
別
宋
龍
餓
銭
。
』
と
あ
る

を
見
出
す
が
此
揚
合
に
は
『
民
間
用
銭
名
輿
鱗
銭
粂
用
。
共
寅
不
錫
準
教
」
従
て
「
公
私
不
便
」
で
『
途
罷
之
』
め
て
ゐ
る
。
降
り

て
明
日
目
四
年
比
参
知
政
事
膏
持
園
が
「
如
江
南
用
銅
銭
、
一
丘
北
惟
商
用
銀
銭
。

荒
以
隔
関
銅
銭
不
令
咽
棚
田
外
商
。
』

と
云
っ
て
ゐ
る
。



然
し
明
昌
の
頃
に
は
鈎
銭
は
そ
れ
程
重
大
友
働
を
し
て
居
ら
由
が

そ
れ
は
後
民
述
べ
昂
紗
(
祇
幣
)

白
日
現
に
某
悶
す
る
と
解
せ

ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
次
に
吾
々
は
そ
れ
を
銀
貨
の
使
用
に
於
て
見
る
。
銀
貨
の
使
用
は
承
安
二
年
に
『
信
例
銀
毎
健
五
十
雨
。
共
直

百
賞
。
民
間
或
有
哉
盤
之
者
。
共
Mm亦
随
低
昂
。
遂
改
鋳
銀
。
名
承
安
資
質
。

一
雨
至
十
雨
分
五
等
a

毎
岡
折
銭
二
賞
。
公
私
同
見

銭
用
。
的
定
鈎
同
時
及
接
受
稽
留
罪
賞
格
o
』

と
あ
る
に
於
て
見
る
と
と
が
で
雪
る
。

相
し
承
安
同
年
頃
『
私
嬉
承
安
寅
貨
者
。
多
雑

以
銅
錫
。
寝
不
能
行
。
京
師
閉
由
時

0

』
忙
至
っ
て
ゐ
る
が
、
来
安
五
年
に
は
『
鎗
費
貸
興
銭
愛
用
。
』

し
も
し
た
が
、
『
遂
罷
承
安
費

貨
0

』
忙
至
る
を
見
る
。
然
し
後
興
定
四
年
十
一
一
月
、
鎮
南
軍
節
度
使
、
視
油
田
雫
思
敬
の
上
書
に
、
「
曾
不
知
銭
少
之
弊
也
。
臣
謂
宜

令
民
鋳
銭

-
亦
穂
輸
銀
。
民
閃
以
銀
銭
銭
潟
数
等
。

文
日
興
定
元
賓
。

定
直
以
備
軍
賞
。
亦
救
弊
之
一
法
山
由
。
』

L
」
進
言
し
て
ゐ

る
が
朝
廷
の
従
ム
所
と
な
ら
な
か
っ
た
の
を
見
る

Q

然
し
元
光
二
年
に
な
る
と
『
民
伺
以
銀
論
債
』
止
、

E
犬
年
聞
に
は
「
民
間
但

以
銀
市
易
』
す
る
に
至
る
を
見
る
。
更
に
甚
し
き
は
銭
銀
以
外
の
諸
物
に
及
ぶ
揚
合
す
ら
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
金
具
食
貨
士
山
の
次

の
伺
に
於
て
見
ら
れ
る
。
日
く
、
『
如
際
西
市
易
亦
有
用
銀
布
蓑
廊
。
』

モ
し
て
最
後
に
貨
幣
白
素
材
が
紙
に
及
ぶ
時
そ
こ
に
紙
幣
た
る
紗
の
出
現
伊
一
見
る
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
左
が
ら
紗
に
闘
す

る
思
想
は
金
史
食
貨
士
山
に
於
て
は
極
め
て
大
き
な
意
義
を
有
す
る
が
故
に
突
に
節

E
改
め
て
伺
ム
己
と
L
ず
る
。

金
に
於
て
紗
が
附
現
す
る
D
は
鏡
が
そ
の
素
材
獲
得
の
困
難
に
上
り
て
そ
の
数
量
を
制
約
拘
束
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
と
は
金

史
食
貨
志
に
『
行
紗
引
法

。
蓋
亦
以
銅
少
権
制
之
法
也
。
』
と
あ
る
に
上
っ
て
明
で
あ
る
が
、
ま
た
凡
そ
紗
が
そ
む
使
用
に
続
使

で
あ
る
臨
に
そ
の
存
在
掛
由
宣
布
す
る
か
ら
で
も
あ
る
己
と
は
閉
じ
〈
令
一
史
食
貨
志
に
、

寸
有
司
一
言
。
交
紗
奮
同
見
銭
。
商
放
利
於

金
虫
食
貨
志
に
見
は
れ
た
る
貨
幣
思
想

第
五
十
巻
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A
H

虫
食
貨
志
に
見
は
恥
た
る
貨
幣
思
想
、

事
丑
十
血
管

五
六

費一一一擁

"、O 

設
這
。
往
往
以
銭
貿
紗
。
蓋
公
私
供
使
之
。
草
山
一
一
P
可
罷
去
。
」
或
は
又
、
「
但
徴
賓
泰
遇
費
名
日
桑
皮
故
紙
銭
。
謂
可
以
兎
民
輪
開
之

崎
町
。
而
省
工
物
之
費
也
。
」
と
あ
る
に
よ
り
て
知
る
を
得
る
で
あ
ら
う
。

か
〈
て
金
に
於
け
る
紗
白
出
現
は
、
銭
。
流
通
量
の
減
少
に
針
す
石
方
策
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
る
が
、
同
時
に
又
モ
れ
に
於
て
銭

に
於
け
る
不
便
を
克
服
す
る
と
云
ふ
思
想
の
存
在
を
否
定
す
べ
か
ら
ぎ
る
を
知
る
。
そ
し
て

b
れ
わ
れ
は
銭
に
於
て
は
貨
幣
思
想
は

そ
の
数
量
の
減
少
を
通
じ
て
展
開
す
る
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
紗
に
於
て
は
そ
の
数
量
の
増
加
を
通
じ
て
思
想
が
展
開
し
て
行
〈
白

を
見
る
。
蓋
し
祇
幣
は
己
れ
を
得
る
に
鵠
貨
に
於
け
る
が
如
〈
、
そ
の
素
材
に
土
る
拘
束
制
約
を
蒙
ら
む
か
ら
必
要
に
膝
巴
て
い
〈

ら
で
も
褒
行
す
る
乙
と
が
で
き
、
そ
己
で
い
き
ほ
ひ
増
獲
に
流
れ
易
い
、
殊
に
金
の
如
ぐ
元
と
宋
の
間
に
狭
ま
れ
て
兵
馬
連
り
で
解

け
-
下
、
軍
費
の
負
捨
少
か
ら
ざ
る
と
き
そ
れ
は
怪
し
む
を
要
せ
ね
が
、
そ
う
す
る
と
紗
の
信
用
D
失
墜
と
、
そ
O
慎
値
白
下
落
を
随

件
し
、
や
が
て
そ
白
流
通
の
墾
滞
を
招
来
し
、
従
て
、
と
れ
ら
白
事
象
を
認
識
し
、
そ
れ
忙
針
す
る
方
策
が
考
慮
せ
ら
れ
そ
と
に
、

診
に
封
ず
る
思
想
白
展
開
漫
展
を
見
る
と
と
a
A

な
る
か
ら
で
あ
る
。

金
に
於
て
一
度
紗
が
採
用
さ
れ
る
や
何
時
も
濫
設
に
陥
り
勝
ち
で
あ
る
こ
と
は
、

例
へ
ば

『
園
虚
民
貧
。
鰹
用
不
足
。

専
以
交

紗
o

愚
百
姓
。
』
或
は
、
「
軍
奥
以
来
。
用
度
不
賞
。
惟
相
欄
責
務
。
』
『
自
多
故
以
来
。
‘
杢
籍
交
紗
以
助
軍
需
。
然
所
入
不
及
所
出
。
則

共
債
浸
滅
。
』
『
宰
臣
目
。
軍
輿
興
以
来
。
全
額
交
紗
佐
用
。
』

と
あ
る
に
よ
り
て
こ
れ
を
伺
ふ
を
得
べ
〈
、

そ
し
て
そ
の
結
果
信

用
を
失
墜
し
偵
値
が
下
落
し
流
通
が
墾
滞
す
る
こ
と
は
事
例
枚
事
に
迫
が
な
い
が
、
試
に
そ
の
二
三
を
拾
へ
ば
郎
日
〈
、

「
岡
家
調

度
。
皆
資
質
券
。
行
才
教
月
。
又
翠
滞
。
』
『
責
務
多
出
民
不
貴
之
。
』
『
交
軌
跡
之
軽
。
融
問
於
不
能
市
易
実
。
』

モ
し
て
紗
が
濫
渡
せ
ら
れ
て
そ
の
債
値
が
下
落
す
る
と
見
る
と
と
る
に
ま
た
貨
幣
数
量
設
を
見
る
と
と
は
改
め
て
誘
〈
ま
で
も
な



い
と
と
る
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
か
く
紙
幣
が
翠
滞
ず
る
時
、
乙
れ
を
克
服
す
る
と
と
与
に
生
や
る
貨
幣
思
想
は
如
何
に
あ
る
か
。
私

は
こ
れ
か
ら
そ
れ
を
逗
跡
し
行
〈
で
あ
ら
ろ
。

先
づ
紗
が
翠
滞
す
る
の
弊
を
除
去
克
服
す
る
に
は
役
人
を
し
て
紗
の
流
越
ナ
る
様
に
努
力
せ
し
む
べ
し
と
す
る
皮
相
た
見
解
が
あ

る
。
例
へ
ば
、
『
定
制
按
察
司
。
以
紗
法
流
通
潟
稀
峨
。
』
『
肱
官
能
奉
行
流
通
者
。
升
除
。
否
者
。
降
割
。
』
又
は
、
『
以
京
師
紗
滞
。

新
制
按
察
司
及
州
間
柄
官
。
例
以
紗
遁
滞
矯
隆
降
。
』
或
は
『
感
官
能
使
民
流
通
者
。

準
官
一
階
。
殴
峨
一
等
。
其
或
姑
息
以
致

墾
滞
。
則
亦
遁
降
的
。
決
矯
差
。
州
府
官
以
所
属
司
麻
定
罪
賞
。
命
監
察
御
史
。
及
諸
路
行
部
官
察
之
。
定
捺
法
失
料
準
法
。
失
事

則
御
奥
降
決
。
行
部
官
降
闘
。
』
P
F
一
あ
る
が
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
そ
れ
位
で
紗
の
過
滞
が
計
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
問
題
は
な

い
筈
で
あ
る
。
そ
己
で
次
に
は
紗
の
通
用
を
阻
害
す
る
者
を
罰
す
る
己
と
に
よ
り
て
そ
の
翠
滞
を
克
服
せ
む
と
す
る
を
見
る
。
例
へ

ぽ
、
『
自
今
都
市
。
敢
有
相
楽
論
紗
法
難
行
者
。
許
人
捕
台
。
賞
銭
三
百
貫
o
」
と
あ
る
が
如
昔
、
或
は
『
集
衆
妄
議
難
行
者
。
徒
二

年
。
告
捕
者
。
賞
銭
=
一
百
賞
。
』
と
あ
る
が
如
昔
、
『
集
衆
温
法
者
。
以
蓮
制
論
。
」
と
あ
る
が
如
き
が
卸
そ
れ
で
あ
る
。

然
し
経
済
白
事
は
必
宇
し
も
た
ピ
か
く
の
ご
と
き
単
純
左
威
令
だ
け
で
以
て
殺
を
期
し
難
き
己
と
今
も
音
も
鑓
り
は
設
い
、
従
て

上
述
の
方
策
で
足
る
筈
は
な
く
、
更
に
他
白
方
法
を
講
ぜ
ね
ば
な
ら
自
己
と
に
な
る
。
然
ら
ば
そ
れ
は
如
何
に
あ
る
か
。
先
づ
紗
が

翠
滞
ず
る
の
は
安
易
手
段
が
不
要
で
あ
る
か
ら
で
は
た
く
た
ピ
人
々
紗
を
欲
せ
宇
銭
を
重
ん
十
る
か
ら
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
銭

白
使
用
を
限
定
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
紗
の
流
通
を
見
る
と
考
へ
て
銭
の
使
用
を
限
定
せ
む
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
例
へ
ば
、
『
民
間
之
交

易
典
質
。

一
貫
以
上
。
並
用
交
紗
。
味
得
用
銭
。
須
立
契
者
。
一
二
分
之
一
用
諸
物
六
盤
。
山
商
遼
河
束
。
以
五
分
之
一
一
周
紗
。
東
部

屯
田
戸
。
以
六
分
之
一
周
紗
。
不
須
立
契
者
。
惟
遼
東
銭
紗
従
使
。
」
メ
『
時
(
承
安
三
年
)
交
紗
柏
滞
。
命
西
京
北
京
臨
演
遼
東
等
路
。

金
史
食
貨
志
に
見
は
恥
た
る
貨
幣
思
想

噴
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F、

一
貫
以
上
供
用
銀
紗
賓
貨
。

不
許
用
銭
。

一
貫
以
下
。
聴
民
使
。
』
と
あ
る
は
帥
己
れ
に
営
る
と
云
へ
ょ
う
。
然
し
例
へ
ば
こ
の
最

後
の
場
合
資
際
は
『
人
多
不
港
」
そ
E
で
叉
『
民
間
紗
滞
。
震
以
一
賞
。
以
下
交
紗
易
銭
用
之
。
途
復
減
元
限
之
教
』
と
し
、
そ
し

て
そ
と
に
も
矢
張
り
同
じ
考
へ
方
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
そ
う
云
ム
具
合
で
飴
り
面
白
〈
泣
い
白
で
、
モ
れ
を
更
に
一
歩
進
め
る

と
鏡
の
使
用

E
禁
止
せ
よ
と
言
ふ
己
と
に
た
る
。
モ
し
て
、
そ
れ
を
吾
々
は
例
へ
ば
、
河
東
宣
撫
使
青
鼎
の
上
言
に
於
て
見
る
。
日

〈

『
今
之
物
重
。
共
弊
在
於
紗
窒
有
出
而
無
入
也
。
雄
院
務
税
増
牧
数
倍
。

而
所
納
皆
十
貫
例
大
紗
。

此
何
盆
哉
。

今
十
貫
例

者
。
民
間
甚
多
。
以
無
所
師
。
故
市
易
多
用
見
銭
。
而
紗
毎
貫
僅
道
一
銭
。
官
不
及
工
忠
一
之
費
。
臣
愚
謂
宜
樺
禁
見
銭
。
』

そ
れ
か
ら
紗
そ
れ
自
身
の
通
用
を
招
来
せ
し
む
る
た
め
の
考
慮
も
計
ら
れ
る
E
と
i
A

た
り
、
そ
の
た
め
に
財
貨
と
紗
白
交
易
を
強

制
し
、
又
は
俸
給
や
租
税
に
紗
を
用
ふ
る
こ
と
が
規
定
せ
ら
れ
る
。
吾
々
は
そ
れ
を
例
へ
ば
、

「
権
盤
許
用
銀
絹
。
飴
市
易
及
俸
並

用
交
紗
。
共
奇
数
以
小
紗
足
之
。
膝
支
銀
絹
而
不
足
者
。
亦
以
紗
給
之

Q

』
コ
逐
令
、
本
路
権
税
及
諸
名
色
銭
。
折
交
紗
。
官
兵
俸
。

許
銭
絹
銀
紗
各
半
之
。
若
銭
銀
敢
少
。
郎
会
給
安
紗
」
『
孫
鐸
叉
言
。
民
間
紗
多
、
正
宜
牧
数
。
院
務
税
諸
名
銭
。
可
議
牧
紗
。
秋
夏

税
納
本
色
外
。
亦
令
牧
紗
。
」
と
す
る
が
如
き
に
於
て
見
る
と
と
が
で
き
る
。

然
し
取
が
ら
紗
は
要
す
る
に
鋭
に
謝
す
る
先
検
品
揮
で
る
り
、
銭
と
の
遁
度
の
比
率
を
破
る
増
毅
が
帥
紗
の
信
用
失
墜
そ
の
墾
滞
白

囚
で
あ
る
と
と
を
思
は
ど
紗
が
そ
の
支
挑
準
備
金
に
あ
た
る
銭
左
遁
営
の
比
率
を
と
る
に
至
る
ま
で
紗
を
同
牧
し
て
紗
の
巷
滞
E
克

服
せ
ね
ば
な
ら
む
と
云
ム
己
と
に
想
到
せ
ら
れ
ね
ば
た
ら
由
3

そ
し
で
吾
々
は
そ
れ
を
例
へ
ば
衣
の
記
蓮
に
於
て
見
る
と
と
が
で
き

る
。
日
く
、

「
勅
向
書
省
日
。
民
間
流
轄
交
紗
。
営
限
共
致
。
辞
令
多
於
見
銭
品
。
」
『
提
刑
司
言
所
降
侠
商
交
紗
。
多
於
見
鋳
使
民

親
於
流
縛
。
』



然

L
た
が
ら
、
紗
D
同
吹
が
で
き
る
位
な
ら
ば
始
め
か
ら
問
題
は
た
い
の
で
あ
り
、
岡
牧
が
で
き
白
と
と
ろ
に
悩
が
あ
る
白
で
あ

る
。
そ
れ
で
紗
が
増
強
さ
れ
て
、
そ
の
慣
値
下
落
し
、
信
用
失
躍
し
、
流
通
墾
滞
す
る
に
亙
れ
ば
宜
し
く
そ
れ
を
更
改
し
て
新
怠
る

紗
を
護
行
す
べ
し
と
の
論
を
見
る
己
と
に
な
る
。
例
へ
ば
、

『
平
章
高
瑛
奏
。
軍
輿
以
来
。
用
度
不
賞
。
惟
頼
賓
鼻
持
。
然
所
入
不
敷

所
川
H
I
以
没
軽
。
今
千
錦
之
鼻
持
僅
直
数
銭
。
随
浩
随
襲
。

ア
物
日
増
。

不
有
以
救
之
。
弊
附
附
滋
甚
。

宜
更
迭
新
泰
興
茜
器
搭
周
拍
子

母
。
而
粂
行
之
。
庶
工
物
倶
省
。
刷
用
不
乏
u
』
又
は
「
臨
州
防
禦
使
完
顔
寓
。
及
附
世
間
行
省
令
史
恵
吉
。
醐
掴
言
卑
妙
法
之
弊
。
寓
請

姑
罷
印
浩
。
以
見
在
者
流
通
之
。
若
滞
塞
。
則
験
丁
口
之
多
寡
。
物
力
之
高
下
。
而
徴
之
。
吉
一
一
日
。
雰
者
所
以
救
弊
一
時
。
非
可
泊

流
興
見
鑓
比
。
必
敬
油
之
。
不
過
多
飲
少
支
爾
。
然
数
多
則
傷
氏
。
支
少
刷
用
不
足
。
二
者
比
四
不
可
。
翁
今
日
討
。
英
若
更
迭
。
以

貞
耐
通
費
第
名
。
白
百
孟
三
千
。
等
之
潟
十
。
聴
各
路
輔
蓮
司
印
遇
。
仇
不
得
過
五
千
賞
。
興
奮
券
参
用
。
庶
乎
可
也
。
』
と
あ
る
が

如
き
は
邸
そ
れ
で
あ
る
。

然
し
一
な
が
ら
い
く
ら
更
改
し
て
新
築
を
印
治
し
て
も
源
濁
れ
ば
米
澄
ま
宇
、
同
様
の
事
情
は
同
様
の
結
果
を
招
来
す
る
を
以
て
皐

に
そ
れ
だ
け
で
は
同
年
前
清
を
待
つ
に
等
し
い
、
だ
か
ら
結
局
紗
の
掛
耐
震
を
慎
み
そ
の
流
通
量
を
通
常
に
制
限
す
る
白
外
た
い
と
す

る
議
論
が
で
て
来
る
の
は
極
め
て
あ
た
り
ま
へ
で
な
け
れ
ば
た
ら
ね
。
例
へ
ば
、

濃
王
守
純
以
下
、

皆
改
を
障
り
て
奏
し
て
居
る

が
、
そ
の
中
に
突
の
言
が
あ
る
。
日
く
、
『
今
朝
廷
知
支
而
不
知
収
。

所
以
銭
日
貴
而
券
日
経
。
然
則
k
b
之
軽
非
民
戦
之
。
園
家
致

之
然
也
。
不
若
量
其
所
支
復
紋
子
氏
。
出
入
循
環
。
則
彼
知
銭
必
用
之
物
而
知
愛
重
突
。
今
徒
忠
較
削
削
欲
更
世
。
不
惟
信
令
不
行

且
恐
新
券
之
総
復
同
背
拍
車
也
o
』
又
、
侍
御
史
越
伯
成
も
、
『
更
浩
之
法
。
陰
奪
民
利
。
非
叫
押
甚
於
徴
。
』
と
云
っ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
そ

れ
ら
は
何
れ
も
己
の
考
へ
方
に
属
す
る
も
の
と
云
へ
上
う
。

金
且
食
貨
志
に
見
ほ
れ
た
る
貨
幣
思
想
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そ
れ
で
も
寅
際
に
は
更
遣
は
屡
々
行
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
事
寅
い
〈
ら
紗
そ
更
遣
し
で
も
そ
れ
だ
け
で
は
結
局
駄
目
で
あ
る
と

と
は
次
白
議
論
に
よ
り
て
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
臼
〈
、
『
白
泰
和
以
来
。
凡
更
交
紗
。
初
雄
重
。
不
数
年
則
軽
而
不
行
。
至

是
則
愈
更
而
愈
滞
実
o
」
或
は
日
と
、
『
自
多
故
以
来
。
全
籍
交
紗
以
坊
軍
需
。
然
所
入
不
及
所
出
。
則
共
倒
浸
滅
。
ヰ
無
法
以
禁
。

此
必
然
之
理
也
。
近
用
貞
一
腕
賓
券
以
革
共
弊
。
叉
慮
既
多
。
而
民
極
輿
首
紗
無
異
也
a

乃
令
民
間
市
易
。
悉
従
時
佑
。
賎
立
罪
賞
。

期
於
必
行
q

途
使
商
旋
不
行
。
四
方
之
物
不
政
入
。
夫
京
師
百
寓
之
衆
。
日
費
不
賀
a

物
債
寧
不
日
貴
附
冊
。
且
時
佑
月
再
定
之
。
而

民
間
使
旦
暮
不
一
。
』
或
は
叉
同
く
、
『
以
紗
法
屡
髭
a

随
出
而
随
壊
。
』

鋳
に
於
で
は
通
貨
不
足
に
陥
り
勝
ち
で
あ
り
τ

、
増
鋳
D
必
要
の
震
に
は
或
は
私
鋳
bz
許
し
て
は
如
何
と
云
ム
意
見
さ
へ
あ
る
の
に

そ
れ
で
も
政
府
は
造
幣
特
槙
を
維
持
し
て
私
鰭
を
禁
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
況
や
紗
に
於
で
政
府
が
そ
の
私
迭
を
禁
・
干
る
こ
と

は
な
ほ
一
居
一
般
車
で
な
け
れ
ば
注
ら
ぬ
乙
と
は
葬
易
に
う
左
づ
か
れ
る
。
然
る
に
私
遁
の
利
は
紗
に
於
で
一
居
甚
し
い
己
と
言
を
須

ゐ
血
。
司
令
、
己
で
妙
に
於
℃
は
私
池
町
取
締
り
が
殿
酷
を
極
め
る
の
は
営
然
で
あ
る
。
か
く
て
、
紗
の
表
面
民
、
次
の
如
く
そ
れ
の
記

識
を
見
る
と
と
が
普
通
と
た
る
。
日
く
、
「
偽
造
交
紗
者
。
斬
。
昔
捕
者
。
賞
銭
三
百
賞
。
』

そ
れ
か
ら
紗
は
、
古
く
、
な
れ
ば
摩
擦
俄
損
し
、
ま
た
は
、
文
字
が
不
明
に
な
る
が
、
そ
の
揚
合
に
は
新
ら
し
い
紗
に
換
へ
て
貰
ふ

と
と
が
で
き
る
の
が
普
通
で
、
そ
れ
は
、
例
へ
ば
、
『
若
歳
久
字
文
麿
滅
。
許
於
所
在
官
庫
。
納
蕩
換
新
。
』
た
ど
と
あ
る
に
よ
り
知

り
得
る
如
く
で
あ
る
。
そ
し
て
モ
白
揚
合
に
は
一
定
の
手
数
料
を
と
る
と
と
『
納
醤
換
新
。

毎
貰
刺
工
墨
銭
若
干
文
』
と
あ
る

通
り
で
あ
る
が
、
そ
し
ざ
セ
れ
は
紗
白
金
額
に
膝
じ
て
手
数
料
を
異
に
す
る
を
示
す
と
と
、
例
へ
ば
「
交
妙
法
。
凡
以
醤
易
新
者
。

毎
貰
取
工
品
一
銭
十
五
文
』
の
如
昔
揚
合
と
、
又
金
額
に
閥
係
泣
く
紗
一
枚
に
つ
き
い
〈
ら
と
す
る
と
占
、
例
へ
ば
大
定
二
十
三
年
に



『
不
拘
貫
例
。
毎
張
牧
八
女
』
と
決
め
る
如
き
揚
合
が
あ
る
。
然
る
に
こ
与
に
と
の
新
蕎
紙
幣
白
交
換
に
於
て
勢
力
あ
る
役
人
に
奮

い
紗
を
安
く
買
ひ
と
り
、
そ
し
で
か
く
て
得
た
る
紗
を
更
に
銭
に
換
へ
て
利
を
あ
げ
る
と
云
ム
皆
利
方
法
主
考
へ
る
も
の
が
出
で
来

た
と
と
が
次
の
伺
に
よ
り
知
ら
れ
る
の
も
面
白
い
。
即
日
く
、
『
民
間
醤
紗
故
暗
者
匂
乞
詐
?
"
於
所
在
庫
易
新
。
若
宵
吏
勢
要
之
家
。
有

賎
民
交
紗
。
而
於
院
務
換
銭
興
販
者
。
』
伺
し
か
く
の
如
き
は
『
以
遺
制
論
』
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
ま
た
合
法
的
に
紗
の
慣
値
が
地
域

的
に
相
違
す
る
揚
合
そ
の
鞘
を
利
得
す
る
と
と
も
す
で
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
ム
」
は
次
の
記
述
に
よ
り
て
明
で
あ
る
。
日
く
.
「
賀

券
初
行
時
氏
提
重
之
。
但
以
河
北
耐
関
西
諸
路
所
支
既
多
。
人
途
桜
之
。
商
冒
年
牧
入
京
。
以
市
令
銀
。
銀
傾
昂
。
穀
亦
随
之
。
』
を
し

て
そ
れ
に
謝
し
て
は
紗
の
流
通
範
闘
を
地
方
別
に
限
定
す
る
が
よ
い
と
云
ム
思
想
が
見
ら
れ
る
。

『
若
令
費
券
路
各
殊
制
。

日
〈
、

則
ポ
一
円
夜
入
一
州
市
金
。
則
河
南
金
銀
賎
而
穀
白
経
o
』

た
ほ
濃
王
守
純
以
下
が
紙
幣
の
更
改
を
非
と
し
て
上
奏
せ
る
な
か
に
『
向
朝
往
以
小
紗
殊
極
。
構
更
質
券
。
而
復
廿
鉱
閉
鎖
。
小
民

浅
慮
。
制
橋
幣
易
壊
。
不
若
鏡
可
久
。
於
H
t得
銭
則
珍
減
。
耐
務
則
盈
則
之
。
慌
恐
破
裂
而
宝
於
庭
山
也
。
』
と
あ
る
何
を
見
る
が
、
吾

々
は
そ
れ
に
於
て
所
謂
「
謡
貨
は
良
貨
を
駆
一
迩
す
』
と
云
ム
グ
レ

l
シ
ア
ム
白
法
則
を
見
問
ナ
モ
と
が
で
き
る
と
云
ふ
と
と
は
こ
t
h

に
注
意
し
て
島
い
て
よ
い
と
息
ム
。

以
上
私
は
金
史
食
貨
志
を
播
い
て
そ
己
に
現
は
れ
た
る
貨
幣
思
想
聖
採
ぐ
り
、
先
づ
そ
れ
が
銭
の
不
足
に
於
て
護
芽
し
、
そ
れ
が

針
策
に
於
て
設
展
す
る
跡
を
た

E
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
展
開
せ
ら
れ
る
諸
思
想
は
貨
は
殆
ど
何
れ
も
そ
れ
を
茜
唐
書
食
貨
志

に
於
て
見
出
す
と
と
が
で
き
る
。
た
だ
紗
に
闘
す
る
忠
想
の
み
は
金
史
食
貨
士
山
に
『
初
貞
元
間
既
行
紗
引
法

以
七
年
矯
限
。
納

金
且
食
貨
誌
に
見
は
れ
た
る
貨
幣
思
想

第
五
十
巻

第

腕

ノ又

五

ム
ノ、

拙稿、奮唐書食貨志論稿(ー)(二)(主那肝究、第三十八説、第三十九競)参照



金
史
食
貨
車
陀
見
は
札
た
る
貨
体
思
想

プす

静
五
十
巻

第一一一説

九
六

す奮
と易
せ新
ら。

れ猶
3居

栄宋
史張
食詠
貨四
志川
に 5 c

亙工
芸毛
主而
主士 車F
弓 l 共

期
蓋繭
;有。

所 TE
取

b 
唐 h
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EE 
、の

与，Jt
h 詠
'、 σー〉
，.四
Z 川

交
て

子
新之
里法
長は
草唐
iZ2 
18 主言
明に
にそ
就の
レ、 '>H

t 源
『を
憲有

宗
以
銭
少

p
i
-
-時
商
曹
至
京
師
ョ
委
錨
諸
道
法
秦
院
及
諸
翠
諸
使
富
家
令

以
軽
装
趨
四
方
。

合
務
乃
取
之
。

続
飛
銭
3

』
と
あ
り
.

謹
唐
書
食
貨
志
に
於
て
は
そ
れ
は
『
使
換
』
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
新
醤
唐
書
食
貨
志
に
遡
岬
は
る
が
、
徳
一
し
、
唐
白
飛
銭
は
紙
幣

と
云
ム
よ
り
も
寧
ろ
潟
替
手
形
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
か
ら
、
紙
幣
と
し
て
の
紗
は
宋
よ
り
の
繕
受
と
す
べ
青
で
あ
ら
う
。
勿
論
乙
。

揚
合
紙
幣
が
宋
に
於
て
費
生
し
た
白
に
は
、

そ
白
紙
幣
が
金
に
於

で
継
受
せ
ら
れ
る
に
は
矢
張
り
金
に
於
て
も
そ
の
一
般
理
論
の
適
用
せ
ら
れ
る
事
情
が
存
し
て
ゐ
る
と
と
は
と
れ
を
認
め
ね
ば
注
ら

一
般
紙
幣
生
成
論
が
趨
用
せ
ら
れ
得
る
の
で
あ
り
、

そ
し
て

向
。
そ
し
て
そ
の
限
り
に
於
て
は
金
に
於
け
る
紙
幣
の
成
立
は
紙
幣
生
成
理
論
わ
貸
現
に
外
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
今
金
奥
食
貨
士
山
に
於

け
る
紙
幣
白
思
想
主
見
る
に
、

そ
の
腔
囚
を
紙
幣
濫
設
に

そ
の
成
因
を
使
用
心
経
使
た
る
と
と
?
と
も
に
、

銭
白
不
足
に
求
め
、

基
〈
葱
一
滞
に
蹄
し
て
ゐ
る
が
、
日
知
録
D
著
者
は
紙
幣

ω成
因
を
側
鎖
白
重
く
て
不
便
な
る
に
針
し
て
紙
幣
の
使
用
白
礎
使
た
る
砧

に
の
み
認
め
、
従
っ
て
そ
の
殿
闘
を
憤
値
の
大
友
る
割
合
に
重
量
の
小
な
る
銀
幣
の
使
用
に
腕
し
て
、

『
紗
法
之
興
。
因
於
前
代
未

然
宋
人
己
ι
評
論
之
a

謂
無
銭
矯
本
。
亦
不
能
以
本
文
行
。
今
日
上
下
砕
銀
。
軽
装
易

以
銀
矯
y

憾
。
而
患
銭
之
重
。
乃
立
此
法
。
!

致
。
而
儲
幣
白
無
所
用

1
p

」
と
云
ふ
て
ゐ
る
包
己
の
考
諮
撃
の
碩
儒
は
金
史
食
貨
志
E
如
何
に
讃
む
白
で
あ
ら
う
か

R

事
を
断
巳
設
を

樹
つ
る
乙
と
の
難
き
を
し
み
ん
¥
と
息
日
在
が
ら
筆
を
摘
く
。

(
昭
和
十
五
年
二
月
五
日
)

顧後味、日知鏡、巻之十一、鈴2) 


